


全国商工団体連合会は、

自主申告サポーター学校

（オンライン）４回目を10
月22日に開催し、八幡西民

商から役員・事務局が４人

参加しました。

今回は税理士の関本俊子

先生が、消費税・インボイ

ス対策の留意点と2025年の

主な変更点について講義し
ました。

まず、インボイス対策と

して、①「２割特例」「仕
入税額の８割控除」この２

つは期間が違うので、必ず

気を付けておくこと。「２
割特例」は2026年10月から

廃止ですが、個人事業の場

合、2026年９月を含む事業

年度分の申告まで活用でき

ること。しかし、「仕入税
額の８割控除」は、2026年、

10月分から「仕入税額の５

割控除」になること。この

２つの制度をしっかり理解
したうえで、簡易課税の選

択届を提出しておくのか、

一般課税で申告するのか検
討してください。また、別

表１を見てもらうとわかる

ように、現在２割特例で申

告している方が、２割特例
廃止・簡易課税を選択した

場合の消費税負担率は1.5倍

～３倍になります。とはい

え、一般課税にするとイン

ボイスを集めることが難し

いなどの問題も出てきます

ので、事務局等に一度ご相
談ください。

また、別表２のように、

基準期間の売上が1,000万円
を超えているかによっても

２割特例が適用できるか考

える必要もあります。

その他にも多くの質問な

どがありましたが、事務局

自身も改めてインボイスに

ついて学びなおし、会員に
案内すると同時に、会員と

一緒になってインボイス廃

止への取り組みを継続する
必要があると感じました。

事務局員 中園

消費税・インボイス対策を学ぼう
第４回 自主申告サポーター学校

右記時期より、福岡県の最低賃金

（時間給）が大幅に増額します。これ

まで、日給8,000円などで雇用してい
た場合など、最低賃金を下回ることが

考えられますので、必ずご確認くださ

い。最低賃金の対象になる賃金は表①

を参考に。時間給を出す計算は表②を
参考にしてください。

≪ 最低賃金額 ≫

時間給 1,057円

≪ 最低賃金適用時期 ≫

2025年 11月16日 から適用

福岡県 最低賃金 時間給 1,057円
開始時期、内容にご注意ください

休日出勤
手当

深夜
勤務手当

定期給与

臨時の賃金
(結婚手当等)

賞与など

賃金 所定内給与

所定外給与 時間外
勤務手当

基本給

諸手当

☜
この赤い部分が

最低賃金の対象
となります。

※ただし、諸手

当のうち、皆
勤手当、通勤

手当、家族手

当は最低賃金

の対象とはな
りません。

表①

表②
１.時間給の場合

２.日給の場合

３.月給の場合

時間給
円 ≧

最低賃金額(時間額)
円

日給
円 ÷

１日の平均所定労働時間
時間 ＝

時間額
円

月給
円 ÷

１ケ月の平均所定労働時間
時間 ＝

時間額
円

諸手当の内容を必ず確認し
ましょう。

皆勤手当・通勤手当・家族

手当は対象外です。

※支給名目で上記２・３が混合している場合、それぞれで計算し、最後に足します。

別表１ 簡易課税制度の事業区分 増加倍率

第３種 建設・製造業等 １.５倍

第４種 一人親方・飲食・その他事業 ２.０倍

第５種 サービス業 ２.５倍

第６種 不動産業 ３.０倍

別表２ 2022年分 2023年分 2024年分 2025年分 2026年分

課税
売上高 1,100万円 800万円 1,200万円 1,200万円 900万円

２割
特例 ― 適用不可 適用可 適用不可

↓2025年分の申告では2023年の売上に注意

2024年が課税事業者
であっても、2023年
（基準期間）の課税
売上高が1,000万円以
下であれば２割特例
が使えます。


